
石綿健康被害救済制度の概要

令和6年度

独立行政法人環境再生保全機構（ERCA）

石綿健康被害救済部
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石綿含有製品
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石綿高圧管 石綿含有ボード

石綿スレート

厚生労働書：「石綿ばく露歴把握のための手引」より



アスベストのばく露

　　　　　　　　　吹き付けアスベスト
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解体現場 建築現場 切断作業

厚生労働書：「石綿ばく露歴把握のための手引」より



出典：　石綿輸入量は「財務省貿易統計」，中皮腫死亡者数は「厚生労働省都道府県（21大都市再掲）別にみた中皮腫による死亡者数の
　　　　　年次推移平成7年～平成29年）人口動態統計（確定数）」による．

4輸入量の増加カーブと約４０年後の中皮腫死亡者数のカーブが似ている
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石綿輸入量と中皮腫死亡者数

石綿輸入量

352,110 (ｔ)
（1974）

中皮腫死亡者数
（人口動態統計）

(人)（ｔ）

輸入中断
（1941）

輸入再開
（1949）



○ 石綿健康被害救済制度とは
＜発足の経緯＞
平成17年6月　「クボタ・ショック」

　　　尼崎市のクボタ旧神崎工場の従業員、周辺住民に、

　　　中皮腫等の石綿健康被害者が多いことが顕在化。
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・ 工場周辺等において環境経由で石綿にばく露した住民

・ 労働者が持ち帰った作業着等に付着した石綿を吸い込んだ家族

・ 労災保険に加入していない一人親方　　など

労働者災害補償保険だけでは対応できない

平成18年3月27日
　「石綿による健康被害の救済に関する法律」施行



＜目的と救済対象＞
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○ 石綿健康被害救済制度とは

目　的 石綿（アスベスト）健康被害者の迅速な救済

対　象
石綿による健康被害を受けられた方及びそのご
遺族の方で、労災補償等の対象とならない方



　＜指定疾病＞
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① 中皮腫
② 石綿による肺がん
③ 著しい呼吸機能障害を伴う

　　 石綿肺
④ 著しい呼吸機能障害を伴う

     びまん性胸膜肥厚

○ 石綿健康被害救済制度とは

※ ③、④は平成22年7月の政令改正で追加
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＜救済給付の種類（１）＞

○ 石綿健康被害救済制度とは

●ご療養中の方

　① 医療費（自己負担分）

　② 療養手当（103,870円／月）

●ご療養中の方がお亡くなりになった場合

　③ 葬祭料（199,000円）

　④ 救済給付調整金

　　　(2,800,000円)－(お亡くなりになるまでに受けた給付額)
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＜救済給付の種類（２-１）＞

○ 石綿健康被害救済制度とは

●お亡くなりになった方のご遺族
　（施行前死亡者、未申請死亡者）

  ⑤ 特別遺族弔慰金（2,800,000円）

    ⑥ 特別葬祭料（199,000円）
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＜救済給付の種類（２-２）＞

○ 石綿健康被害救済制度とは

●法施行前にお亡くなりになった方のご遺族に支給する

　特別遺族弔慰金等の

　　　　　　　　　　　　請求期限が10年延長されました

・中皮腫・肺がん：令和1４年３月27日まで

・石綿肺・びまん：令和1８年７月１日まで



○ 申請・請求受付状況＜制度発足～令和5年度累計＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）
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中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他 計

療養者 12,630 3,598 541 626 284 17,679

未申請
死亡者

2,142 813  157 110 62  3,284

施行前
死亡者

3,767 711  68 16  77  4,639

計 18,539 5,122 766 752 423 25,602



○近畿地方の申請・請求受付状況
＜制度発足～令和5年度累計＞
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都道府県名 中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性胸膜肥厚 その他 府県計 対全国比

大阪府 2,134 491 91 64 50 2,830 11.1%

滋賀県 198 54 7 6 4 269 1.1%

京都府 322 93 10 6 3 434 1.7%

兵庫県 1,872 481 46 43 41 2,483 9.7%

奈良県 309 84 9 15 7 424 1.7%

和歌山県 138 32 3 6 1 180 0.7%

近畿計 4,973 1,235 166 140 106 6,620 25.9%

全国計 18,539 5,122 766 752 423 25,602
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○ 申請・請求受付状況（受付機関別）

（単位：件）

※大阪支部は平成25年6月28日廃止

ERCA本部
(直接)

ERCA
大阪支部※

保健所等
地方環境
事務所

合計

療養者 8,137 341 7,983 1,218 17,679

未申請死亡者 2,106  35   945   198   3,284

施行前死亡者 1,921 312 1,910   496 4,639

計 12,164 688 10,838 1,912 25,602

（割合）  47.5%  2.7%  42.3%  7.5%

＜制度発足～令和5年度累計＞



○ 認定状況＜制度発足～令和5年度累計＞
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                                                       　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

計

療養者 10,823  2,244  43  229 13,339

未申請
死亡者

1,633 479 8 39 2,159

施行前
死亡者

3,477 154  41 11 3,683

計 15,933 2,877 92 279 19,181



○ 近畿地方の認定状況
＜制度発足～令和5年度累計＞
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都道府県名 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性胸膜肥

厚
小計 対全国比

大阪府 1,815 271 19 28 2,133 11.1%

滋賀県 174 31 0 1 206 1.1%

京都府 274 48 1 3 326 1.7%

兵庫県 1,637 248 7 16 1,908 9.9%

奈良県 260 48 3 5 316 1.6%

和歌山県 120 17 0 0 137 0.7%

近畿計 4,280 663 30 53 5,026 37.7%

全国計 15,933 2,877 92 279 19,181



〇労災保険制度と救済制度
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同時申請は可能
ですが、労災の
給付が優先され
ます。（基本的に
同時給付なし）



〇建設アスベスト給付金制度と救済制度
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厚生労働省

対象となる石綿にさらされる建設業務に従事していた期間 同時に申請し、
両方の給付を
受けられます。
（同時受給可）



17



19

○最後に

「中皮腫とは～診断・治療から公的制度まで」

サイトがございます。 

中皮腫患者様・ご家族へ

ご案内くださいますよう

よろしくお願い致します

機構トップページからリンクまたは

手引き裏面にアドレスを掲載しています。

(https://www.erca.go.jp/asbestos/mesothelioma)



　保健所等の皆様のご理解・ご協力により、
これまでに19,181名と、多くの健康被害
者・ご遺族を救済することができました。
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引き続き、
ご理解・ご協力を賜ります

よう
お願い申し上げます

　保健所、自治体単位での個別説明会も行えます
ので、お気軽にご相談ください。


